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本市において、１日８時間週４０時間勤務（毎週土

曜日・日曜日が週休日）の一般職の職員に対し、住

民向け説明会のため土曜日に８時間の勤務を命ずる

必要が生じました。この場合、当該職員に対する勤

務命令の方法としてはどのようなものがありますか。

また、土曜日が祝日の場合はどうでしょうか。

前段については、週休日の振替えによる勤務命令

と週休日の時間外勤務命令の方法があります。

後段については、週休日の振替えによる休日勤務

命令、または週休日の振替えかつ代休日の指定によ

る勤務命令、若しくは週休日の時間外勤務命令の方

法があります。

１．勤務条件

地方公務員については、地方公務員法（以下「地

公法」という）第２４条第６項の規定により、職員の

給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定めるこ

ととなっています。条例は法令に違反しない限りに

おいて制定することができますので（地方自治法第

１４条第１項）、地公法や同法において準用される労

働基準法（以下「労基法」という。）等に違反しない

限りにおいて、条例で定めることになります。

また、職員の勤務条件を定めるに当っては、国及

び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しない

ように適当な考慮が払われなければならないとされ

ています（地公法第２４条第５項）。

こうしたことから、多くの市町村では、地公法や

労基法等に反しない限りで、国家公務員に適用され

る一般職の職員の勤務条件、休暇等に関する法律

（以下「勤務時間法」という。）人事院規則等を踏ま

え、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例（案）」

（平六・八・五自治能第六五号）（以下「条例案」と

いう。）に則した内容の勤務条件に関する条例を制定

していることから、以下、労基法や条例案等の内容

に沿って説明します。

２．週休日の振替え

週休日とは、労基法第３５条第１項の休日に該当す

るものであり、特別な勤務形態の職員以外は、一般

的には、土曜日及び日曜日とされています。

週休日は、勤務時間が割振られていない勤務から

解放された自由な暦日一日をいいます。週休日は、

職員の健康を守り疲労を除去し、職員の自由時間を

確保し、健康で文化的な生活を維持するために設け

られたものです。従って、安易に週休日において、

職員に勤務を命じるべきものではなく、公務の運営

上、特別の事由がある場合に限り勤務を命じること

ができますが、実際に週休日に勤務を命じる場合は、

週休日を別の日に振替える必要があります。

週休日の振替えとは、あらかじめ定められた週休

日に特に勤務することを命ずる必要がある場合に、

週休日を正規の勤務時間が割振られた日（要勤務日）

に変更し、その代わりに別の要勤務日を週休日に変

更することです（条例案第５条）。この週休日の振替

えは、公務上の円滑な運営と職員の週休日の確保と

の調整を図ることを目的とするものであり、週休日

の勤務後に振替えを行うのではなく、あらかじめ新

たに週休日とする日を定めた上で勤務させるべきも

のとされています。

週休日の性格上、振替えにより新たに週休日とす

る日は、できる限り直近の日が望ましいとされ、ま

た、週の勤務時間４０時間を超えないように、同一週

内が原則とされています。このような振替えが困難

な場合については、国家公務員の場合は、一定期間
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内に安定的に休日数を確保するため、変更により勤

務を命ずる必要のある日を起算日として、前４週間

後８週間のうちいずれかの要勤務日と振替えること

ができることから（人事院規則１５－１４第６条第１

項）、地方公務員においても、同様の取扱いが一般的

です。

なお、同一週を超えて週休日の振替えを行ったこ

とにより、当該週の勤務時間が４０時間を超えるとき

は、超過勤務となります。

３．超過勤務

超過勤務とは、本来的に勤務義務を有しない時間

における勤務（労基法第３３条、条例案第１０条）、すな

わち正規の勤務時間以外の時間における勤務、また

は週休日に任命権者から特に命ぜられて行う勤務

（以下「時間外勤務」という。）のことです。

時間外勤務で処理する業務は、例外的・臨時的な

勤務で、事由として、公務のために臨時の必要があ

る場合とされ、勤務時間管理が適正に行われている

ことが必要となります。

時間外勤務については、時間外勤務手当を支給し

なければならないため、給与条例に定めておく必要

がありますが、労基法等により、時間外勤務に対す

る割増賃金は二割五分以上、休日については三割五

分以上の率と定められています。

また、同一週を超えて週休日の振替えを行ったこ

とにより、当該週の勤務時間が４０時間を超える場合

は、労基法第３７条により、時間外勤務手当を支給す

る必要がありますが、この場合の支給は、勤務１時

間当たりの給与額の二割五分以上とするのが適当で

す（週４０時間を超えた勤務時間分については１２５％

となるが、新たに週休日となった日の分は１００％減

額するため、差引き２５％を支給するもの）。

４．休日

祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休

日（以下「祝日法による休日」という。）を言いま

す。この祝日に加え、年末または年始における日で

条例に定めるものが休日に当たります。（労基法上の

休日とは異なります。）

休日には、本来正規の勤務時間が割振られていま

すが、任命権者の特別の勤務命令が無い限りは、勤

務する必要はありません。

休日に特別に勤務を命じる場合は、週休日の振替

えの場合と同様に、職員の実質的な休日数を確保す

ること等を目的として、要勤務日である他の日に代

休日を付与し、勤務を免除する制度が設けられてい

ます。

一般に、休日に勤務を命じる場合は、勤務１時間

につき休日勤務手当を支給する必要がありますが、

休日の代休日の付与を行った場合は、当該休日の勤

務に対し休日勤務手当は支給する必要はありません。

代休日の指定の期間については、国家公務員の場

合は勤務を命じた休日を起算日として８週間後の日

までとされていることから（人事院規則１５－１４第１７

条等）、多くの市町村においても、同様の取扱いがな

されているものと考えられます。

従って、休日に勤務を命じた場合は、任命権者が

公務運営の状況などを考慮して、休日勤務手当の支

給または休日の代休日の付与を判断することとなり

ますが、安易に休日勤務手当の支給により対処する

のではなく、休日数の確保の観点から、休日の代休

日を付与することを優先するのが適当です。

５．週休日と休日が重なる場合

一般的に、週休日と休日が重なる場合、週休日は

勤務時間が割振られていませんが、休日は勤務時間

が割振られているが免除されているという関係上、

当該日は週休日となります。

従って、当該日の勤務の形態としては、（１）週休

日の振替えのみを行う場合（２）週休日の振替えを

行い、かつ休日の代休日の指定を行う場合（３）時

間外勤務とする場合が考えられます。

（１）の場合、当該日は週休日ではなくなり、休

日となるため、勤務命令を行った場合は休日勤務手

当を支給する必要があります。（なお、休日勤務手当

が支給されるため、週休日の振替えが同一週を超え

た場合でも、当該週の勤務時間が４０時間を超える勤

務時間に対して時間外勤務手当を支給する必要はあ

りません。）
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（２）の場合、当該日は、通常の要勤務日となり、

勤務命令を発しても休日勤務手当等の支給は不要と

なります。（ただし、同一週を超えて週休日の振替え

を行う場合は、当該週の勤務時間が４０時間を超える

分につき、時間外勤務手当の支給が必要となります。）

（３）の場合、週休日の時間外勤務命令となり、

時間外勤務手当を支給する必要があります。

６．本事例の検討

以上により、質問の前段の場合、週休日に勤務を

命じる方法としては、①週休日の振替えによる勤務

命令、または②週休日の時間外勤務命令が考えられ

ます。また、質問の後段の場合は、①週休日の振替

えによる休日勤務命令、または②週休日の振替え、

かつ休日の代休日の指定による勤務命令、若しくは

③週休日の時間外勤務命令が考えられます。

任命権者は、公務運営上の必要性等を考慮した上

で、その裁量によりいずれかの方法をとることとな

りますが、職員の週休日や休日を確保し、勤務時間

の縮減、健康･福祉を充足させる観点から、できる限

り週休日の振替えや休日の代休日の付与を優先する

ことが適当と思われます。

（大阪府総務部市町村課行政グループ）
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